
 
平成19年4月1日以前に設立された医療法人を経営する先生のための相続税対策 
～ 設立当初の出資金の価値が膨らみ、多額になる相続税の対策！保険選びを間違うと損をする ～ 

大阪府保険医協同組合員の皆様へ 

診療所名

氏　　  名

役  職  名 　

TEL/FAX

個別相談 希望する　　　　/　　　希望しない

セミナー後の無料相談は、事前予約を受け付けております。先着順とさせていただきますので、 
お待ちいただく可能性がございます。お早めのご予約をお願い致します。 

お問合せ先：大阪府保険医協同組合 共済部 
TEL 06-6568-2230 担当 ： 渡邊 泉・大前 

日  時：2019年6月22日（土）14：00～16：00（開場 13：30） 
会  場：ハービスＰＬＡＺＡ5階3号室 大阪市北区梅田2-5-25 

対  象：大阪府保険医協同組合の組合員様と、そのご家族 
参加費 ：無料 
申  込：申込書記入の上、FAXでお申込下さい 

セミナー後の個別相談有り 

大阪府保険医協同組合保険共済部主催セミナー 

セミナー内容＆講師 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。平成19年4月1日以前に設 

立された医療法人は、設立当初に出資した出資金（出資持分）が、長年の医業経営 

の業績の積み重ねにより、その出資金の価値が膨らみ、相続税が多額になるのをご 

存じですか？その相続税対策について、退職金も上手く活用した方法も交え、お届 

け致します。加えて、退職金積立を今からお考えの先生も、保険選びで大きな差が 

出ます！ぜひとも、ご参加下さいませ。 

       第一部  
 『 平成19年4月1日以前に設立された医療法人を経営されているドクター必見！ 
    設立当初の出資金の価値が膨らみ、相続税が多額に！  
                              出資金にかかる相続税対策 』 

  講師： 遠藤あや税理士事務所  
       株式会社 未来会計door  税理士  遠藤 亜耶 先生 
 第二部 

 『平成19年4月1日以前に設立された医療法人の出資金にかかる相続税対策は 
                   退職金を上手く活用し、生命保険で解決！ 』 

  講師： NPO法人役立つ税理士協議会 理事長 
         株式会社 JUST FOR YOU 代表取締役  谷 敦 先生 


